




「健やか親子いきいきプランみえ（第2次）」の4つの視点でみた 
県内市町の母子保健の取り組み 

継続的な支援 

②産院退院直後の支援              

①妊娠届出時アンケートはすべての市町で同一様式実施 
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H27年度市町訪問時 H28年12月時点 

フォロー基準のある 
市町数 

4市町 
(特定妊婦基準のみ） 

13市町 

市町スタッフ間の情報共有
のしくみがある市町数 

－ スタッフ間情報共有 
会議有   15市町 

H27年度市町訪問時 H28年12月時点 

「産後2週間～1か月の電話
相談」を実施する市町数 

３市町 15市町 

産後ケア事業を実施する 
市町数 

7市町 10市町 



ワンストップの支援 

①総合的な相談窓口の設置 
  
 
 
 
  
＊子育て世代包括支援センターの事業内容 
  ・妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること・・・妊娠届出等 
  ・妊娠・出産育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導 
    を行うこと 
  ・支援プランを策定すること 
  ・保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと                               
 

②関係機関との連携のしくみづくり 

   市町と地域の医療機関との情報共有会議の定例化 
    ⇒保健所を中心とした連携会議…2か所で実施 
   ・顔の見える関係づくり、困難事例の対応検討 
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H27年度市町訪問時 H28年12月時点 

「子育て世代包括支援センター」
のある市町数 

－ 9市町 
（H28.4月時点) 



予防的な支援 

①キーワードは「相談できる身近な人の存在」 
 ・妊娠届出時アンケート 「困った時に相談できる人がいる」・・・98.4％ 
   1歳半健診時のアンケート「日常の育児で相談相手がいる」・・・99.1％ 
 ・専門職（助産師、保健師、保育士等）の活用 
 ・地域の住民組織、NPOボランティアと連携した母子保健事業（H28.12時点）・・・24市町 
  課題 
     人材育成の方法、人材の集め方、 保健、福祉の連携 

②相談できる環境の整備・・・子育て世代包括支援センターの拡大 

家族支援 

①家族の背景全体をとらえて支援できる力量のある支援者の養成 
 
②地域のキーパーソンと母子保健活動 
 
③母子保健事業と他の年代の事業の協働と連携 
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平成２９年度の課題・方向性 

１ 母子保健体制づくりのための個々の市町・ 

  地域課題への支援  

        母子保健体制図のブラッシュアップ 

２ 市町の情報収集、意見交換の機会の提供 

 

 

３ 事例対応能力向上のための支援 

 

４ 国の方針等の情報提供と補助金の活用 

母子保健体制構築アドバイザー、保健所に
よる支援 

市町担当者会議等 

母子保健コーディネーターの育成、研修会・事例検討会の開催 
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